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市
営
住
宅
等

長
寿
命
化
計
画

市
営
住
宅
等

長
寿
命
化
計
画

各
種
施
策
・

事
業
を
展
開

各
種
施
策
・

事
業
を
展
開

基
づ
く

【
札
幌
市
】

◆
札

幌
市

住
宅

基
本

計
画

の
位

置
づ

け

第
４
次

札
幌

市
長
期

総
合

計
画

基
づ
く

札
幌

市
基

本
構

想

沿
う

住
宅
施
策

に
関
す
る
部

門
別
計
画

そ
の

他
の

部
門

別
計

画

・高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

・障
害
者
保
健
福
祉
計
画

・
さ
っ
ぽ
ろ
子
ど
も
未

来
ﾌ
ﾟﾗ
ﾝ

・都
市
計
画
ﾏ
ｽ
ﾀ
ｰ
ﾌ
ﾟﾗ
ﾝ

等

整
合

【
国

・
北
海
道
】

【
住
生
活
基
本
法

】

・
住
生
活
基
本
計
画

（
全
国
計
画
）

・
北
海
道
住
生
活

基
本
計
画

【
住
生
活
基
本
法

】

・
住
生
活
基
本
計
画

（
全
国
計
画
）

・
北
海
道
住
生
活

基
本
計
画

【
主
な
住
宅
関
連
法
】

・
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法

・
高
齢
者
住
ま
い
法
改
正

・
地
域
住
宅
特
別
措
置
法 な
ど

【
主
な
住
宅
関
連
法
】

・住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法

・高
齢
者
住
ま
い
法
改
正

・地
域
住
宅
特
別
措
置
法 な
ど

計
画
期
間
：

平
成

23
（2

01
1）

年
～
平
成

32
（2

02
0）

年

(※
前

回
の

計
画
期

間
:平

成
17

年
3月

か
ら
概
ね

1
0年

間
)
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S45 S50 S55 S60 H6 H13 H18 H23

国の計画

住宅政策の流れ

S41年 H18年

住宅建設五箇年計画

第3期

最低居住

水準確保

第5期

（S61年）

誘導居住

水準確保

第8期

（H13年）

住宅性能

水準確保

第1期

一世帯

一住宅

住生活基本計画

H21

新計画策定

・国は、昭和41年に施行された住宅建設計画法に基づき、住宅建設五箇年計画を策定して住

宅政策を推進してきた。

・平成17年9月に、社会資本整備審議会より「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みについ

て」の答申を受け、平成18年2月に「住生活基本法」が制定された。

・同法に基づき、国と都道府県は「住生活基本計画」を策定し、住生活の安定の確保と向上促

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進している。

・「住生活基本計画」は10年の計画期間であるが、進捗状況の評価や新たな目標指標の制定

などについて前期５箇年で見直すこととされており、平成23年度に新計画がスタートする。

最低居住

水準確保

誘導居住

水準確保

住宅性能

水準確保
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札幌市の
計画

H16年度 H23年度H6年度

H2年

～H３年

H14年

H21年～H22年

札幌市住まいの協議会

札幌市住宅

基本計画
札幌市住宅

基本計画2011

札幌市住宅

基本計画2005

札幌市住宅 札幌市住宅

・札幌市では、長期的な視点から住宅政策の目標を定めるものとして、第3次札幌市長期総合計

画に基づき、平成6年に札幌市住宅基本計画を策定（目標年次平成17年）した。

・第4次札幌市長期総合計画や国の第八期住宅建設五箇年計画とも整合を図るため、平成17年

3月に札幌市住宅基本計画を策定した。

・人口構造・社会経済情勢の変化や国の住生活基本法制定などの政策転換を踏まえ、現住宅

基本計画を見直し、平成23年度に新たな札幌市住宅基本計画をスタートする。
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